
議案第８５号

渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例を次の

ように制定する。

令和２年６月２３日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条

例

渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例（平成１８年渋川市条例第４

６号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

１９ 令和２年７月１日から令和２年９月３０日までの間においては、第２

条第１号の規定による市長の給料月額は同号に規定する月額の１００分の

５０に、同条第２号の規定による副市長の給料月額は同号に規定する月額

の１００分の３０に相当する額を減じた額とする。

附 則

この条例は、令和２年７月１日から施行する。

理 由

市長及び副市長の給料について減額措置を講じることにより、新型コロナ

ウイルス感染症対策に関係する事業の財源に活用するため、所要の改正をし

ようとするものである。



渋川市長及び副市長の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

１～１８ （略） １～１８ （略）

１９ 令和２年７月１日から令和２年９月３０日までの間においては、第２

条第１号の規定による市長の給料月額は同号に規定する月額の１００分の

５０に、同条第２号の規定による副市長の給料月額は同号に規定する月額

の１００分の３０に相当する額を減じた額とする。
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